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国民年金保険料の免除・猶予

免除・優遇制度

日本国内に住所のある 歳以上 歳未満（学生を含む）の国民年金第 号被保険者期間に下

記のいずれかにあてはまる場合、届出や申請により免除・猶予制度を利用できます。

●届出による免除
●法定免除
▶対象 障害年金 級・ 級を受けている方

生活保護法の生活扶助を受けている方

●産前産後期間の免除
▶期間 出産予定日または出産日が属する月の前月から４か月間

（多胎妊娠の場合は３か月前から６か月間）

●申請による免除・納付猶予
※申請日より 年１か月前の期間は、さかのぼって申請ができます。

●申請免除
▶対象 本人、配偶者、世帯主のそれぞれの申請年度の前年所得が一定基準以下の方

※所得により全額免除、 免除、半額免除、 免除が承認されます。

●納付猶予
▶対象 歳未満で本人および配偶者の申請年度の前年所得が一定基準以下の方

●学生納付特例（納付猶予）
▶対象 大学（院）・専門学校などの学生納付特例対象校に在学する学生で、本人の申請年度の

前年所得が一定基準以下の方

●免除の特例
所得の基準を超えている方でも、失業したとき、事業が廃止したときなど、特例として免除また

は猶予される場合があります。

国保年金課 国民年金係 ☎  窓窓口口
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所得税・住民税の所得控除

所得税・住民税には、個人の実情に応じて税負担を調整するために、税額計算の際に所得金額か

ら一定額を差し引く「所得控除」があります。申告方法など、詳細はお問い合わせください。

 
▶所得控除

条 件 ※
住民税

控除額

所得税

控除額

ひとり

親控除

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子（前年の総所

得金額等が 万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族にな

っていない子）がいる現に婚姻していない方または配偶者が生死不明

などの方で、前年の合計所得金額が 万円以下の場合

万円 万円

寡婦

控除

ひとり親控除に該当せず、つぎのいずれかに該当する場合

夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方で、前年の

合計所得金額が 万円以下の場合

夫と死別した後婚姻をしていない方、または夫の生死が明らかで

ない方で、前年の合計所得金額が 万円以下の場合（この場合

は、扶養親族がいることは要件になっていません。）

万円 万円

※条件については、前年 月 日の現況によって判定されます。また、その判定の対象となる

方が前年中に死亡している場合は、その死亡時の現況によって判定されます。

なお、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は対象となりません。

●所得税の確定申告に関すること

練馬東税務署 練馬西税務署

●住民税の申告などに関すること

税務課 区税第一～第四係  

窓窓口口
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住民税の非課税

水道・下水道料金の免除

月 日現在で、つぎの ～ のいずれかに該当する場合は、住民税が非課税になります。

ひとり親・寡婦・障害者・未成年者で、前年中の合計所得金額が 万円以下の場合

生活保護法による生活扶助を受けている場合

前年中の合計所得金額がつぎの金額以下の場合

ア 同一生計配偶者・扶養親族がいない場合 万円

イ 同一生計配偶者・扶養親族がいる場合

万円×（同一生計配偶者＋扶養親族数＋ ）＋ 万円

▶扶養親族とは

納税者と生計を一にする方のうち、つぎの ～ のいずれかに該当する前年の合計所得金額が

万円以下である方。

納税者の配偶者以外の親族（６親等内の血族および３親等内の姻族）

児童福祉法によって養育を委託された児童（いわゆる里子）

老人福祉法によって区市町村長から養護を委託された 歳以上の人（いわゆる養護老人）

※前年中に所得がなかった場合でも、児童扶養手当など各種制度の利用や、各種保険料の軽減、

非課税証明書の交付を受けるためには税の申告が必要です。

申請により、水道料金は基本料金と か月当たり使用水量 ㎥までの従量料金（消費税相当額

を含む）の合計額が、下水道料金は か月当たり ㎥までの汚水排出量にかかる料金（消費税相

当額を含む）が免除されます。

▶対象 生活保護法に基づく扶助を受けている方

児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給を受けている方

▶手続き 以下の書類をご用意の上、下記の窓口に申請してください。

生活保護を受給の方…保護開始決定通知書

児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給の方…受給証書または受給証明書

※郵送でも手続きができます。詳しくは、お問い合わせください。

税務課 区税第一～第四係 ☎窓窓口口

東京都水道局練馬営業所 中村北 ☎  窓窓口口
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担当の総合福祉事務所 相談係（  ～ ） 

ＪＲ通勤定期券の割引

ひとり親家庭等休養ホーム

児童扶養手当受給世帯、生活保護受給世帯の方が、ＪＲを利用して通勤している場合は、通勤定

期乗車券を 割引で購入できます。

▶手続き 児童扶養手当証書、定期券を購入される方の顔写真（縦 ×横 ）、

定期券を購入される方の顔写真つきの身分証明書を各窓口へ持参してください。

※定期券を購入する本人以外（代理）の方による申請の際は、事前にお問い合わせ

ください。

上記 で交付を受けた「資格証明書」と「購入証明書」を、通勤定期乗車券を発売

する駅に提出して購入してください。

区が指定する関東近郊の宿泊施設において、事前の申請により宿泊料の一部を助成します。

▶対象

ひとり親家庭の親と 歳未満の子ども

寡婦（配偶者のない女子として 歳未満の子どもを扶養していた方で、子ども

が 歳以上となった現在も引き続き配偶者がなく、利用日時点でも事実上の婚姻関係がな

い方）

▶利用回数

４月１日から翌年３月 日までの 年間のうち、 人 泊まで

▶助成額 宿泊料（宿泊料と朝夕の食事のみ）のうち、一部を区が助成。

大人 親、中学生以上 歳未満の子供 人 泊 円まで

児童 歳から小学生まで 人 泊 円まで

※乳幼児で食事・寝具代や施設使用料のみの場合は、その実費額を助成します（上限 円ま

で）

※土曜・休日前の加算、ゴールデンウィーク・夏季・年末年始などの特別料金の割増分、別料金で

注文した飲食料、入浴税などは利利用用者者のの自自己己負負担担となります。

▶ひとり親家庭等休養ホーム一覧

区ホームページをご覧ください。

▶利用の手順

区ホームページをご覧ください。

窓窓口口

●児童扶養手当受給者 子育て支援課 児童手当係 ☎

●生活保護受給者 担当のケースワーカー
窓窓口口免

除

・

優
遇
制
度

免

除

・

優
遇
制
度



- 39 - 
 

担当の総合福祉事務所 相談係（  ～ ） 

たばこ小売販売業の許可

都営交通の無料パスの発行

粗大ごみ処理手数料の免除

児童扶養手当受給世帯、生活保護受給世帯などのうち、世帯員 人に限り、都営交通（都電・都

バス・都営地下鉄）の無料乗車券が交付されます。

▶手続き

児童扶養手当受給世帯は「児童扶養手当証書」を、生活保護受給世帯は「保護開始決定通知書」

をご用意の上、総合福祉事務所へ申請してください。

母子家庭の母や寡婦が製造たばこの小売販売業の許可を受けたい場合は、たばこ事業法で定める

許可の基準が緩和されます。申請に必要な母子世帯証明書などの交付を受けられます。

家具・布団など概ね ㎝角を超える粗大ごみは、申請により処理手数料が免除されます。

※申込から収集まで最短で 週間程度かかります。

※エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・パソコンは区では収集していません。

▶対象

児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給を受けている方

生活保護法に基づく扶助を受けている方

▶手続き

電話で「粗大ごみ受付センター」に申し込んでください。その際、対象者であることを申し出て

ください。なお、手続きの際に児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給の方は、受給証書または受

給証明書が必要です。また、生活保護を受給の方は保護証明書の原本が必要です。

▶申込先

練馬区粗大ごみ受付センター ☎

受付日時 月～土曜 午前 時～午後 時（祝日を含み、年末年始を除く）

担当の総合福祉事務所 相談係（  ～ ）

 
窓窓口口

窓窓口口

（〒 ・ の地域）

練馬清掃事務所

（〒 ・ の地域）

石神井清掃事務所  

窓窓口口
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